
“エコアクション２１”

令和３年度版

(令和２年１１月～令和３年１０月）

令和4年10月31日

　 有限会社　　池田商店　

環境経営レポート



　私達は地球環境問題が世界共通の課題であると認識し、きれいな

地球環境を実現し維持するため、法を遵守し環境保全を推進すると

ともに事業活動の発展を目指します。

　　　１．エネルギー削減を図り二酸化炭素の排出抑制に寄与します。

　　　２．使用水の節減を進めます。

　　　３．廃棄物排出削減を顧客とともに共通の問題としてとらえ、その削減

　　　　　の為の活動を行います。

　　　４．グリーン化商品の購入を推進する。

　　　５．関連する環境法規等を遵守します。

　　　6．従業員へ方針の周知と理解を図り活動を促します。

　　　7．方針は広く開示します。

　　　　　　　　　　令和１年１１月１日改訂

　　　　　　　　　　有限会社　池田　商店

　　　　　　　　　　　　代表取締役    池田富雄   　

　　　　　　　　　　平成18年1月18日制定

　　　　環境経営方針

　　　　　　　　（基本理念）

　　　　　　　 　（活動指針）

以下に活動指針を定め全員で環境保全活動に取組みます。
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１．組織の概要

1-1　事業所名及び代表者名

　　　・事業所名　：　有限会社　池田商店

･代表者名　：　池田富雄

1-2　所在地 〒807-0813 北九州市八幡西区夕原町７－３号

1-3　環境管理責任者及び担当者連絡先

・環境管理責任者　：　池田　昌隆

・連絡先　　電　話 　　：　093-603-7888

　　　         ：　093-647-8500

ＦAX 　  　 ：　093-647-3636

Ｅｍａｉｌ　　 ：youikeda1030@ybb.ne.jp　

1-4　事業活動の内容

　　　・「一廃・産業廃棄物の収集・運搬に係わる業」

1-5　事業年度 ･11月～10月

1-6　事業の規模

・法人設立年月：平成14年11月

・資本金：300万円

・従業員：8名

・床面積：20㎡

1-7 認証・登録範囲　：　全組織・全活動

1-８ 組　織　図　　　　：　環境活動実施体制

代表者

1名 5名

代表取締役　

環境管理責任者

文書・記録担当 収集運搬員

総員:8名
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2 優良産廃処理業者認定制度・情報公表項目

2-1　許可の内容

福岡県 産業廃棄物収集運搬業 第4000113738号

北九州市 一般廃棄物収集運搬業 北九一廃　第 014号

2‐2 産業廃棄物の事業範囲 （１１品目）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 (北九州市・福岡県は同じ品目である）

：A類（ふん尿を除く一般廃棄物）

：一般・産業廃棄物共に積み替え保管施設はない。

2-3　運搬車輌の種類と台数

：4tﾊﾟｯｶｰ車（4台）　・3tﾊﾟｯヵｰ車（2台）　･4ｔアームロール車（1台）

2-4　処理実績　(受託した運搬量）

種類
年度

一般廃棄物（ｔ）

産業廃棄物（ｔ）

2-5　処理料金

･その他の料金につきましては、廃棄物の内容及び搬入先により料金が

異なりますので、お問い合わせ下さい。

認可・許可の府県 許可名称 許可番号 許可の年月日 有効期限の年月日

令和1年10月20日 令和6年10月19日

令和3年11月7日

ガ
ラ
ス
く
ず

、
コ
ン
ク
リ
ー

ト

く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

鉱
さ
い

令和5年11月6日

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

ば
い
じ
ん
類

繊
維
く
ず

・一般廃棄物の事業範囲

動
植
物
性
残
さ

動
物
系
固
形
不
要
物

ゴ
ム
く
ず

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

・積み替え、許可の条件

3,789.8 3,762.7 3,048.9

104.0 88.0 75.0

R.1年度 R.２年度 R.３年度

売上高(百万円）

金
属
く
ず

が
れ
き
類

動
物
の
ふ
ん
尿

動
物
の
死
体

一般廃棄物

67.8 51.7 35.8

3,857.6 3,814.4 3,084.7運搬量合計（ｔ）

種　　類 単位

1ｋｇ

単価

１０円

処分先

ごみ焼却場
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3　　　環境目標

軽油使用量

電気使用量

自社(一般）
排出量の削減

受託廃棄物
再資源化率

当社は、エコアクション21に基づく環境経営システムを構築し、平成18年3月から環境活動

に取り組んできた。

環境目標と実績は、以下の通りである

電気使用量

自社(一般）
排出量の削減

受託廃棄物
再資源化率

※ R３年度の収集運搬量は3,084.5ｔ。

ｋｇ

（％）

102
99

（△3％）
98

（△4％）

36

廃棄物排出量
の削減

ｋｇ 102 98 99
　廃棄物排出
　量の削減

（％） 36 30

　節水活動の推進

　グリーン化商品の購入の推進 品目 　　　６　品目 　　　6　品目 　　　6　品目

　環境教育 回数 　　　年　2回 　　　年　2回 　　　年　2回

　二酸化炭素排出量の削減

軽油使用量

（㎏-CO2） （122,892) （94,090)

（L） (46,816)

32

L／百トン 1,232 1,183 1,162

全員の周知徹底で節水活動が出来た全員の周知徹底

100%

100%

kg-CO2/百トン 3,234 3,105

環境教育 回数 　　　年　2回 　　　年　2回 　　　年　2回 　　　年　2回

単　位
Ｈ29年度
実績基準

R3年度
目標

R3年度
実績

3-2　目標達成状況

　※H29年度実績をベースとして削減率を示す。
　※電力・水使用量は、他社と共用の為目標を定めず節減活動を行う。
　※化学物質は使用していません。
　※原単位で設定している目標値は運搬量百ﾄﾝ当たりの原単位である。

Ｈ29年度
実績基準

97
（△5％）

R2年度
目標

R3年度
目標

30%以上 30%以上 30%以上

98%

106%

達成率

101%

3,050 101%

全員の周知徹底で節電活動が出来た全員の周知徹底

(35,853)

節水活動の推進 全員で節水活動に周知徹底する

グリーン化商品の購入の推進 品目 　　　6品目 　　　６品目

3-1　今年度以降の環境目標

R４年度
目標

全員で節電活動に周知徹底する

二酸化炭素排出量の削減 ㎏-CO2/百トン 3,234 3137
（△3％）

3105
（△4％）

3073
（△5％）

L／百トン 1,232
1196

（△3％）
1183

（△4％）
1171

（△5％）

単　位

　　　６品目 　　　６品目
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4．主要な環境活動計画の内容

4-1 二酸化炭素排出量削減の為の取り組み目標と取り組み方法

（1） 電気使用量削減活動

①　エアコンの設定温度を決め、実行する。　設定温度（冷房２８℃、暖房２２℃）　　　　　　　　　　　

②不要電力の消費抑制（不在時、不在箇所は、電気を消す）　

③不要電力の抑制（昼休み時間は消灯する）　　

（2） 軽油使用量の削減　

①　無駄の無い回収ルートの見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　

②回転板の空回しをしない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③エコドライブの実行（急発進・空ぶかしをしない）　　　　　　　　

④スマホ活用による情報共有化

4-2　廃棄物排出量削減のための取り組み

（1）分別による廃棄物の削減

①当社で発生するコピー紙の再使用及びリサイクルへ。　　　　　

②出来る限り可燃物を減らし資源物はリサイクル化する。　　　　

③出来る限り可燃物を減らす為、顧客へ分別排出の要請をする。　　　　

④ＰＣ処理・不要ＦＡＸはプリントしない。

4-3　節水活動の推進

①洗車時の水道の栓をこまめに止める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②全従業員に節水を呼びかける。　　　　　　　　　

4-4　グリーン化商品の購入の推進

①環境表示商品を優先購入する。

4-5　環境教育の取組

①環境法等の教育　(法遵守及び環境活動について）

4‐6　軽油使用量削減推進　　走行距離、処理量、月毎の推移の管理
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5．環境活動の取り組み結果の評価、次年度の取組内容

5-1　二酸化炭素排出量の削減

①総エネルギー投入量(購入電力・化石燃料）について

・電力使用量は共同使用で管理出来ない為、環境目標を策定せず節減に努めた。

・取組の結果軽油の使用量の目標は、1183（L／百トン）であったが実績は1162（L／百トン）で、

　　　達成率は101％であった。

5-2　廃棄物排出量の削減

①廃棄物排出量の削減

・発生する廃棄物は、事務所で排出する一般廃棄物に限られる。

・コピー用紙と資料等の紙であり古紙類はすべてリサイクルへ分別出来ている。

・自社排出量は､月に僅かであるが、分別し排出量は削減出来なかったがこれからも努力をしていく。

・顧客の中でも大量排出者へ分別排出の目標4社に対して4社が協力要請出来ました。

5-3　節水活動の推進

①水資源投入量について

・総排水量は他社と共用為目標を設定しないが節水に努力している。

・洗車時は特に節水に努力している。

5-4　グリーン化商品の購入推進の取組

①グリーン化商品の購入推進

・エコマーク商品を優先的に購入し、目標　６商品をクリアした。

5-5　従業員の環境関連の教育

・環境法における勉強会を行った結果遵守しよく理解している。（2回／年）

・収集運搬時の騒音、汚水漏れ等が無いか注意出来ている。

6．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果及び違反・訴訟等の有無

 当社が遵守しなければならない主な環境関連法規等は次の通りです。

   〇廃棄物処理法　　〇フロン排出抑制法

それらの遵守状況を確認した結果、環境関連法規への違反はありませんでした。

尚、関係当局よりの違反の指摘、利益関係者からの控訴等もありませんでした。
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7.代表者の評価

本年度全体の二酸化炭素の排出量の削減数値目標はクリアできた。

作業工程の見直しと廃棄物の分別作業により一層の軽油使用量

削減と廃棄物の削減にむけ社員全員で取り組んだ。

これからも全員で二酸化炭素の排出量削減に取り組んでいく所存です。
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